
 

 

原油・原材料価格高騰に係る下請中小企業向け追加対策について 

 

平成２０年８月５日 

中 小 企 業 庁 

Ⅰ．背景 

原油・原材料価格が高騰する中、中小企業は価格転嫁をすることが困難であ

り、収益が圧迫されている状況を踏まえ、政府は昨年１２月の緊急対策、本年

６月の追加対策等累次にわたり、原油等価格高騰対策を講じてきました。 

しかしながら、下請かけこみ寺等を通じて把握した取引実態を踏まえつつ、

下請代金法の厳格な運用、中小企業の立場に立った相談対応の徹底など、下請

取引の適正化等を図る対策を一層推進する必要があることから、以下の対策を

実施することとします。 

 

Ⅱ．具体的内容 

１．平日の相談時間の延長及び土曜日の相談の実施 

中小企業の利便性を考慮し、全国の各経済産業局（９ヶ所）における下請

取引に関する相談対応について、８月上旬から１０月上旬まで、平日は１９時

まで延長するとともに、土曜日も新規に実施します。（８月９日から） 

あわせて、下請かけこみ寺本部（（財）全国中小企業取引振興協会）におい

ても平日の相談時間の延長及び土曜日の相談対応を実施します。 

また、経済産業局における土曜相談にあっては、下請相談と併せた金融相談

にも対応するため、政府系金融機関の担当者も対応します。 

 

２．原油・原材料価格高騰時における買いたたきの具体的内容の明示 

原油・原材料価格高騰の状況において、下請中小企業が価格転嫁を行うこ

とが難しい状況に鑑み、下請代金支払遅延等防止法（以下「下請代金法」とい

う。）第４条第１項第５号の買いたたきの具体的内容を明示し、注意喚起を行

う文書を８月中に親事業者団体等に発出します。 
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３．下請代金法に照らし問題がある可能性があると考えられる親事業者に対す

る特別事情聴取の実施 

下請代金法に基づく調査を行った親事業者のうち、中小企業庁による改善指

導への対応が十分でないと考えられるなどの親事業者について、特別事情聴取

を８月下旬から実施し、親事業者の法令遵守の徹底を促します。 

 

４．原油・原材料の価格高騰の影響が強い業種に属する親事業者に対する特別

立入検査の実施 

定期的に実施している立入検査に加え、昨今の原油・原材料価格高騰の状

況において、下請代金法第４条第１項第５号の買いたたきが行われていないか

などをチェックするため、原油・原材料価格高騰により特に影響を受けている

業種について特別立入検査を８月下旬から実施します。 

 

５．下請適正取引ガイドラインのフォローアップの実施 

既に策定した下請適正取引ガイドライン（１０業種）について、ガイドラ

インの活用状況等についての調査、ガイドラインの改訂、今後のアクションプ

ランの作成等を９月中旬頃までに行います。対象業種の業界団体に対してその

内容を周知徹底するためのトップレベルの会合を開催します。 

 

６．厚生労働省からの通報制度の新設 

   労働基準監督機関において、賃金不払事案等の背景に大企業の下請たたき

が存在することを把握した場合、経済産業省等が取り次ぎないし通報を受ける

仕組を新設します。 


